
 

 

 

 

 

資料１   食育年間指導計画 

 実態 

（１）学校給食センターの実態 

本調理場は、平成２０年４月から新設され、受

配校１３校、約３３００人に配食し、主食調理能

力の関係から、毎日３種類の献立に対応している。   

学校教育関係者、児童生徒の保護者、学校給食 

関係者による学校給食実行委員会が組織され、共 

同調理場が実施する学校給食計画を作成し、円滑 

な学校給食運営のため、定期的に協議している。 

本地域は、小学校において農業科を設置し、食

農体験に積極的に取り組んでいる。地元の産物に

対する意識が高く、本調理場においても地産地消

を運営方針に掲げ、地元産コシヒカリを使用した

自校炊飯による米飯給食や地元産米粉と小麦粉配

合の米粉パンの提供、地元産大豆使用の加工品や

伝統工芸である漆椀・塗り箸等を導入している。   

また、食育の推進を目指して、給食センターか

ら食育全体計画を受配校に発信するとともに、毎

週水または金曜日に魚料理を中心とした日本型食

生活を提供したり、毎月１９日を食育の日とし、

望ましい食事のモデルとなる給食の提供に努めた

りして、受配校の食育を支援している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）児童生徒の食物アレルギーに関する実態 

児童生徒の１％にあたる３４名が食物アレル

ギーを有し、その原因アレルギー食品は、３８種

類に及び、毎日の学校給食の中で、除去、代替食

を実施している。 

 

 

 

 

 

 

食物アレルギーへの対応は、平成２０年４月に

新設実施された当初において、保護者からのアレ

ルギー除去食依頼書に基づいて個別に対応して

いたため、対応食実施可能範囲が多岐に及んでい

た。また、対応の多様さからこれまでの単独校・

単独調理場時代に日常身近に行われていた個別

的相談指導を行う余裕は無かった。そのため、実

施決定基準や対応の基本的な基準を整理し見直

す必要があった。 

 

個別的相談指導の充実による食育の推進  ～食物アレルギーへの対応～ 

～学校給食センターの取組み～ 

喜多方市喜多方学校給食共同調理場栄養教諭 伊藤美穂子 



 

重点目標 

（１）対応食実施基準及び対応食実施手順を整理

し、受配校との共通理解を図る。 

（２）食物アレルギー児童生徒に対する食事の質

や安全性を下げずに運営していく基本的な

手順を検討する。（共同調理場内） 

（３）個別的相談指導の機会を増やすとともに、

支援体制を構築する。（共同調理場と受配校

のかかわり） 

 

実践内容 

（１）対応食実施基準及び手順の共通理解 

これまでの受配校個々の対応を踏まえ、給食セ

ンターからの案をもとに、学校給食実行委員会で

協議し、平成２１年１月の校長会において、共通

理解を図った。 

① 対応食実施基準（以下実施基準）の作成 

対応食の決定にあたっては、医師の診断・検査

により、食物アレルギーと診断されていること、     

アレルゲン（原因食品）が特定されており、医師

からも食事療法を指示されていること、家庭でも

原因食品の除去を行うなど食事療法を行ってい

ることを前提とした。       資料２ 

 

 

 

 

 

 

 

② 対応食実施手順（以下実施手順）の確認 

 対応食実施には、保護者、市教委、学校、共同

調理場が、確かな情報を共有し、連携を密にする

ことが大事であるので、その手順を明確にした。 

＜実施手順＞ 

 

＜資料１＞             資料３ 

主治医からの診断書兼学校生活管理指導表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



保護者からの希望書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜資料２＞ 対応食の連絡     資料４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜資料３＞ 保護者からの対応食回答事例 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

資料５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当の栄養士さ

んと調理員さん

の複数人で、一

つ一つ対応食内

容を確認しま

す。 



（２）対応食の質の向上、安全性の確保のために 

 共同調理場では、共通理解を図り、献立表、調

理工程表、作業動線図に間違いがないか、打ち合

わせで十分確認し、また、対応状況と結果の記録

を詳細に記録し、事後に役立てるようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）個別的相談指導の実践 

  ① 個別的相談指導体制の整備 

個別指導実施にあたり、各受配校との連携体

制を強化するとともに、指導体制を整備し、保

護者や主治医、学校医との連携を図りつつ、可

能な限り、個々の児童生徒等の状況に応じた指

導ができるように、流れを明確にした。 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※アナフィラキシーなど非常時には、学校医、

主治医や保護者と連絡をとり、緊急に医療

機関を受診するなど迅速に対応する。 

通常の献立 

対応食は、アレルギー

専用食器から開ける

と、通常の献立とほと

んど違いが無いよう

に献立内容を工夫し

ている。 

食物アレルギー児童に、担当調理員さん手作りの

メッセージカードを添え、体の調子や給食の味な

どの返答をもらい参考にしている。 



② 児童生徒との個別的相談指導 

  給食時間訪問時の機会を捉え、担任と確認を

とりながら、必要に応じ、該当者と個別に話し

合いを持ち、その内容によって指導を行った。

また、その都度、指導内容を記録した。    

 ＜給食時間訪問時の個別的相談指導例＞ 

    

 

 

 

 

 

 

 

＜個別的相談指導の記録＞   資料６ 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜個別的相談指導後の児童の感想より＞ 

 

 

 

 

 

 

③ 保護者との個別的相談指導 

電話での直接相談や学校給食試食会の後など

において、家庭における食事療法等の指導を行っ

た。 

＜保護者との個別的相談内容例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜個別的相談指導後の保護者の感想より＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○学校給食における食物アレルギー対応食

の食べ方 

○日常生活においての注意事項 

○アレルギー食品の表示の見方 

○成長期における大切な栄養素と食物アレ

ルギーとのつきあい方 

○デザート、おやつの摂り方 等 

 

○原因食品の除去を行う場合の注意事項 

○除去食を行っている時の成長期における栄

養面での注意事項 

○調理の際の注意事項 

○原因食品を除去すべき食品と代替になる食

品の提示 

 

・ 食物アレルギーに対する不安が無くなった。 

・ 体調が前より良くなったような気がする。 

・ おやつの摂り方等において、除去すれば良

いだけでなく、代わりになる食品を取り入れ

て、成長期に必要な栄養を過不足なく補充す

る方法も理解できた。 

・ アレルギー食品の表示の見方を教えてもら

ったので、よかった。 

・ 相談指導後、食物日誌をつけていたら、

偏った食事をさせていたことがわかった。

調理の際の注意事項を教えていただき、対

応食の幅が広がった。 

・ アレルギー反応のメカニズムも詳しく教

えていただき、よかった。 

・ 除去食を行っている時は、成長期におけ

る栄養面にも十分注意を払っていく必要

があることも理解できた。 

・ 家庭での対応での不安が解けた。 

・ 原因食品の除去を行う時の注意事項や、

栄養面での注意事項が良くわかった。 

・ 調理の工夫で、子どもにあまり孤立感を

感じせずに、楽しく家族で食べる対応の仕

方がわかった。 

・ 除去食の解除はどのように進めていった

らよいか詳しく教えていただき、参考にな

った。 

・ 調理の際の注意事項を指導していただい

たので、調理を工夫することで、子どもの

食べられる食品数が増えてきた。 

 



 

     

     

  

 

 

 

 

④ 食育の授業における対応 

食物アレルギー児童生徒が在籍する学級に

おける食育の授業では、担任と連携し、十分な

事前打合せを行い、展開場面に応じて個別指導

を実施している。教材教具等においても、食物

アレルギー児童生徒の実生活に対応するよう

配慮している。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

成果と課題 

（１）成果 

① 重点目標（１）について 

実施基準を明確に定めたことにより、各学校

の対応が一元化した。そのため、学校において

は、取組みガイドラインの周知徹底が図られ、

共同調理場においても、対応体制が確立した。

また、対応手順を示すことにより、各関係者の

責任や役割が明確となり、共通理解が図られ、

迅速に対応できるようになった。 

 

 ② 重点目標（２）について 

  日々の献立において、個人ごとの代替食、除 

去食の標準を明確にしたことで、関係職員間で

共通認識が促進し、統一した対応の取組みが確

立され、提供する給食の質の向上、安全性の確

保につながった。 

 ③ 重点目標（３）について 

  食物アレルギーに対する個別的相談指導を児

童生徒及び保護者に行うことにより、児童生徒

も保護者も食物アレルギーに対する不安が解

消してきている。また、個別的相談指導や食育

授業の中での個別指導を通して、児童生徒が自

分自身の健康と向き合い、日常の生活における

実践力の育成につなげることができた。 

（２）課題  

食物アレルギーに対する個別的相談指導は、 

教育的な問題というよりも、医療に関する問題

であるということを認識し、特にアナフィラキ

シーショックなど、症状が悪化し、生命の危険

が生じることもあることから、養護教諭を窓口

に、該当する児童生徒のアレルギー歴について 

・文書による正確な情報を得る。 

・主治医の指示に従う。 

・保護者との共通理解のもと進める。 

などが必要であり、一層受配校との連携を強

化していく必要があることを再認識した。 

また、食事制限で心の負担がある児童生徒

に対し、個別的相談指導を行う際は、特に、

カウンセリングの技法に熟達する必要があると

痛感した。 

食物アレルギー児童生徒に対する栄養学的な 

アドバイスが必要となることから、実践を通し 

て、栄養教諭が非常に重要な役割であることを 

改めて認識した。今後も、関係者と適切に連携 

を図りながら、継続していきたいと考えている。   

おやつを選ぶ食育の授業では、食物ア

レルギー児童には、原因食品を含まな

いおやつカードを配布した。 

学校給食試食会の席で 

保護者と生のトマトの

家庭での対応について、

話し合った。 


